
◎
申
告
が
必
要
な
方 

①
平
成
23
年
１
月
か
ら
12
月

ま
で
の
事
業
・
そ
の
他
所
得

金
額
の
合
計
額
が
、
基
礎
控

除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得

控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
と

き
。
た
だ
し
、
配
当
控
除
額

が
課
税
総
所
得
金
額
に
対
す

る
税
額
を
超
え
る
場
合
を
除

く
。

②
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を

超
え
る
方

・
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円

を
超
え
る
方

・
給
与
の
支
払
い
を
２
ケ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
方

◎
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
方
 

　
給
与
所
得
者
で
次
の
よ
う
な

方
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
所

得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

・
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

方
・
住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
住

宅
を
取
得
又
は
増
改
築
等
を

し
た
方
で
、
一
定
の
要
件
に

あ
て
は
ま
る
方

・
退
職
し
た
後
就
職
を
し
な
か

っ
た
方
で
、
年
末
調
整
を
受

け
て
い
な
い
方

　
源
泉
徴
収
票
、
各
種
控
除
証

明
書
、
領
収
書
な
ど
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
な
お
、
還
付
申
告

は
２
月
１
日
か
ら
受
付
し
ま
す
。

︵
給
与
・
年
金
の
み
︶

◎
東
日
本
大
震
災
で
 

　
　
　
　
被
害
を
受
け
た
方
 

　
東
日
本
大
震
災
等
で
被
害
を

受
け
た
方
は
、
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

告
す
る
方
は
次
の
書
類
等
も
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

①
被
害
を
受
け
た
資
産
の
種
類
、

取
得
時
期
、
取
得
価
額
等
の

わ
か
る
も
の

②
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
り

壊
し
費
用
、
除
去
費
用
な
ど

の
わ
か
る
も
の

③
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り

受
け
取
る
保
険
金
な
ど
の
金

額
が
わ
か
る
も
の

④
町
か
ら
交
付
さ
れ
た
﹁
り
災

証
明
書
﹂
な
ど
被
害
状
況
が

わ
か
る
も
の

◎
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
 

　
平
成
23
年
中
に
、
土
地
や
建

物
な
ど
を
譲
り
渡
し
た
り
交
換

し
た
り
し
た
場
合
は
、
譲
渡
所

得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
譲
渡
所
得
の
あ
る
方

は
、
原
則
的
に
佐
原
税
務
署
で

の
申
告
と
な
り
ま
す
。

◎
青
色
申
告
で
 

　
　
合
理
化
と
節
税
を
 

　
青
色
申
告
は
、
経
営
の
合
理

化
と
節
税
に
役
立
ち
ま
す
。
平

成
24
年
分
か
ら
青
色
申
告
を
す

る
方
は
、
３
月
15
日
ま
で
に
青

色
申
告
承
認
申
請
書
等
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
農
業
所
得
の
申
告
 

　
農
業
所
得
は
、
収
支
内
訳
書

に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
役
場
に
必
要
経

費
集
計
表
を
用
意
し
て
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
集
計
の
上
、

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
集
計
が
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
順
番
が
後
に
な
り
ま
 

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　
内
訳
書
の
記
入
が
不
備
な
方

は
、
農
業
取
引
記
入
帳
な
ど
と

内
容
確
認
の
た
め
、
次
の
書
類

も
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

〔
収
入
に
関
す
る
も
の
〕
 

①
出
荷
や
販
売
し
た
農
作
物
の

金
額
、
取
引
先
、
取
引
期
日

な
ど
が
わ
か
る
も
の
︵
預
金

通
帳
・
仕
切
書
・
積
算
書
・

出
荷
金
額
証
明
書
な
ど
︶

②
受
取
共
済
金
、
補
償
金
、
雑

収
入
な
ど
の
金
額
が
わ
か
る

も
の

③
農
作
物
の
家
事
消
費
量

〔
経
費
に
関
す
る
も
の
〕
 

④
小
作
料
、
作
業
委
託
料
、
雇

人
費
、
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
使

用
料
、
土
地
改
良
費
な
ど
の

領
収
書

⑤
農
業
用
機
械
・
器
具
、
農
業

用
自
動
車
等
の
燃
料
費
、
修

繕
費
、
保
険
料
、
租
税
公
課

の
領
収
書
。
新
規
に
取
得
し

た
場
合
は
販
売
証
明
書
又
は

取
得
日
が
わ
か
る
領
収
書

⑥
農
業
近
代
化
資
金
利
子
の
金

融
機
関
な
ど
の
証
明
書

⑦
そ
の
他
肥
料
等
農
業
に
関
連

し
た
支
出
に
対
す
る
領
収
書

　
な
お
、
税
務
署
か
ら
告
書
が

郵
送
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
申
告
書
を
使
用
し
ま
す
の
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

 

   


